
〇 大規模地震や集中豪雨等の発生による災害リスクが高まっている中、国土強靱化の考

え方を踏まえつつ、脆弱性評価に基づく農村地域における防災・減災対策について、地域

単位の総合的な計画を策定の上、優先順位を勘案しながら取組んでいく必要。

その際、ため池等の農業水利施設の総点検、被災時に周辺に与える影響の大きさなど

を踏まえつつ、ハード・ソフト対策を計画的に実施していくことが重要。

なお、ソフト対策としては、国営土地改良施設の管理者におけるＢＣＰ策定の推進や管

理体制が脆弱となっているため池管理者への技術支援に対して取組を強化することが課

題。

〇 水田やため池を活用した豪雨時の一時貯留など上下流一体の広域な視点から農地・農

業用施設が有する防災機能をフル活用して地域全体の災害対応力を向上させる取組に

ついて、地域コミュニティとも連携しつつ促進していくことが効果的。

また、被災時における農林道の迂回路としての機能発揮や複数の想定被害情報の適

切な共有と実践的な避難行動力の向上などに向けた取組について関係機関の連携を進

めることも課題。
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（３）-①防災・減災への取組強化

○ 近年、地震、集中豪雨による洪水など、想定を超える規模の災害が多発化。
○ 大規模災害の発生リスクの低減を図るため、防災と併せて災害時の被害を最小化させる減災とのハード・ソ

フト一体となった総合的な対策が重要。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

○地震・集中豪雨等の自然災害の激甚化

豪雨で損壊した堰

○農村地域の防災・減災

ハザードマップの作成 ため池下流の住宅の安全確保

・基幹的な農業水利施設やため池等の耐震診断やハザードマップの作
成、耐震化工事等を実施。

点検調査

補強したため池

ため池の点検・整備

○ 農村地域の洪水被害等の防止対策を実施

排水機場

小学校
幹線道

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1980 1990 2000

1977～1986平均

1997～2006平均

50mm/hrの降雨発生回数

約1.5倍

(回)

年

・時間50mmを超える豪雨の発生頻度は過去20年で1.5倍。

豪雨で決壊したため池

・南海トラフ地震の被害想定エリアには全
国の農業水利ストックの３割が存在。

点施設
（箇所）

線施設
（km）

再建設費
（億円）

全国 7,356箇所

全国 178,596億円

全国 49,306km

33％

27％

31％

■ 南海トラフ巨大地震の被害想定範囲内の農業水利ストック
■ それ以外のエリアの農業水利ストック

資料：

資料：南海トラフ巨大地震の被害想定について（第２次報告）（中央防災会議）

農業基盤情報基礎調査（平成21年3月末時点）より推計

地震で決壊したため池江戸時代以前 約70%

明治・大正
約20%

昭和以降
約10%

・ため池は全国に21万ヶ所。受益面積２ha以
上のものは約6.5万箇所ありその約70％が
江戸時代以前の築造で、豪雨や地震に脆弱。

資料：農村振興局調べ
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○ 農村地域で総合的な計画を作成し、緊急性や重要性の観点から優先度に応じて事業を推進することが必
要。

○ また、ハード対策だけでなくソフト対策も計画的に実施し、農村地域の防災力向上を推進。

（３）-② 農村地域における防災・減災の取組

防災ダム整備
洪水調整

ため池整備
ため池の改修

保全管理体制整備

災害時の被害を軽減するための
ソフト対策

ハザードマップの作成
情報伝達体制の構築

用排水施設整備
（湛水防除等）
湛水の解消

地盤沈下対応

農業用河川工作物応急対策
頭首工・水門等の補強・撤去

農地保全整備
農用地浸食防止
防風施設整備

水質保全整備
用水路と排水路の分離
水質浄化施設の設置

農村防災施設整備
避難路避難塔整備
安全施設等の整備

震災対策整備
土地改良施設の

耐震整備

地すべり対策
地すべり防止施設整備

A市防災減災推進計画

・Ａため池
・Ａ排水機場
・Ａ排水路

Ｂ町防災減災推進計画

・Ｂため池
・Ｂ排水機場
・ハザードマップ

ａ地区（市町村営）

・Ａ排水機場
・Ａ排水路

ｂ地区（県営）

・Ａため池
・Ｂため池
・Ｂ排水機場
・ハザードマップ

防災減災総合計画の策定（都道府県）

調査

○ 防災・減災対策に係る計画の策定支援
○ 農村地域で総合的な計画に基づき、年度、地域によって偏在する災害に対して、

緊急性や重要性の観点から優先度に応じて事業を実施。
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（３）-③ 施設の総点検を踏まえた防災・減災対策

総合的な防災・減災対策の実施 ため池の一斉点検

○ ため池の防災・減災対策を施設の総点検、被災時に周辺に与える影響の大きさなどを踏まえ、ハード・ソフト
対策を組合わせながら計画的に推進。

○ 東日本大震災の教訓等を踏まえ、平成25年度より、ため池の一斉点検を実施。
○ 点検結果を踏まえ、ハード整備及び適切な管理の確保のための支援を強化。

ハード対策

管理方法について
ワークショップの実施

・施設の老朽化や重要度区分に応じて、計画的
にハード・ソフト両面の対策を実施する必要。

ソフト対策

・耐震診断
・ハザードマップの作成
・情報伝達体制の構築

等

・老朽化施設の更新
・施設の補修・補強
・耐震整備

等

・ハード整備（補強等）の加速のための
支援

ハード対策

ソフト対策

・ため池の管理体制を強化するための技
術支援体制の構築

点検結果をデータベースに入力
結果を踏まえた防災・減災対策の加速化

更なる対策の充実

・構造危険度 （堤体老朽度、付帯施設
の造成年代等）

・周辺環境危険度（ため池流域崩落履
歴、接続道路、基礎地盤の地質年代等）
・下流状況（影響度、人家・公共施設等）
等

点検内容

国

0% 県

0% 市町村

13%

土地改良区

10%
水利組合等

63%

個人

12%

不明

2%

○管理者別のため池箇所数割合（％）

・水利組合等の管理するため池が６割強。

資料：農業基盤情報基礎調査（平成21年3月末時点）より集計

・警戒すべきため池
・受益面積２ha以上のため池

（対象ため池数）約６万５千箇所
（実施期間） 平成25年度～

・受益面積0.5ha以上のため池
（対象ため池数）約４万３千箇所
（実施期間） 平成25年度～

点検対象

点検結果の取りまとめを先行して実施
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（３）-④ 食料供給を支える基幹的な生産基盤の耐震化等

○ 大規模災害は我が国の食料安定供給にも影響を与えるおそれ。

○ 食料の安定供給確保の観点からの基幹的水利施設の耐震化･老朽化対策や各種農地防災事業の推進と
サプライチェーンを構成する関連事業（物流関連の災害対応力強化等）との連携を推進。

平成26年度から、国営耐震対策一体型かんがい排水事業を新設し、
かんがい排水事業による農業水利システムの更新に併せ、防災上重
要な施設であって、必要な耐震性を有していない施設に対する耐震化
整備を一体的に実施。

老朽化･機能向上対策と耐震対策を一体的に実施

○内容
以下のいずれかに該当する施設の耐震

化整備
ア 人命・財産等への影響が大きい施設
イ 避難・救護活動への影響が大きい施設
ウ 地域の経済活動や生活機能への影響

が大きい施設

耐震対策

○内容
農業用用排水施設の新設又は変更

（老朽化対策や機能向上対策等）

老朽化･機能向上対策

耐震化前の農道橋 耐震化後の農道橋

・重要公共インフラ等に二次被害を与えるリスクの高い交通ネットワークを
形成する農道等の保全・耐震化。

農道橋の
点検・診断

点検・診断に
応じ耐震化

対策等 整備後

○生産農業所得への影響

・南海トラフ地震で被害を受ける生産農業所得は全国の約3.1兆円の約４割

の1.2兆円に上ると想定。

○サプライチェーンの災害対応力強化

○基幹的水利施設の耐震化・老朽化対策

※影響市町村とは、南海トラフ巨大地震で震
度６弱以上または、沿岸部の津波高３m以上
と想定される市町村で750市町村が該当

● 生産農業所得への影響

資料：南海トラフ巨大地震の被害想定について
（第２次報告）（中央防災会議）
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（３）－⑤ 土地改良施設管理者の業務継続計画（BCP）策定の促進

○ 国営土地改良施設管理者の業務継続計画（ＢＣＰ）策定による被災時の食料安定供給や、二次被害への影響
の最小化（施設管理者による防災･減災力の向上）に取り組む必要。

○ 国営土地改良施設管理者におけるＢＣＰの策定を推進するため、ＢＣＰの策定手法（マニュアル）を整備し、施設
管理者の業務継続体制の確立を促進。

被災直後、自治体は、被災者支援やラ
イフライン復旧にリソースを重点的に投
入。農業用施設の被災状況調査等が後
送りに

施設管理者は、重大な災害を被った際
のＢＣＰ（人命優先した施設操作、被害
低減措置の優先度、リソースの受け入
れ、事前の災害協定の締結等を規定）を
有していない。このため、効率的な管理
施設の被災対応が極めて困難

 この結果、工事発注時にコンサルタント
や施工業者の手配が遅れ、復旧の遅延
が発生し、営農の再開に支障が出る場
合も

早期の農業用施設復旧に向けた課題 （東
日本大震災や九州北部豪雨等の教訓）

 被害拡大措置の優先順位付け、支
援の受け入れ体制の確立、業務の
再開等を定めた施設管理者のＢＣＰ
が必要

平成26年度 平成27年度 平成28年度～

施設管理者による初動体制の強化が必要

国営（管理委託）地区におけるモデル的ＢＣＰ策定

 施設毎の脆弱度や被害、社会的な影響の技術的評価
 応急対策の設定、優先順位付け
 国、県、研究機関等との連携、災害協定の検討 等

国
営
土
地
改
良
施
設
に
お
け
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ

策
定
手
法
の
確
立

農政局、地方公共団体等が連携
した運用演習

施設管理者に対する普及・啓発活動

国営土地改
良施設管理
者における
ＢＣＰの策
定

事 業 範 囲

ＢＣＰ策定手法の確立に向けた条件整備とモデル地区による検証 施設管理者による活用
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（３）-⑥ 総合的な防災対策・地域コミュニティ等との連携・活用

○ 農地や農業水利施設が有する防災機能が最大限発揮されるようなハード・ソフト対策を促進し、地域全体の
水害対策等に貢献。

○ その際、多面的機能支払も活用しつつ、土地改良区や地域コミュニティとの連携･活用を最大限図るととも
に、優良事例等を取りまとめ、全国的な普及を推進。

市街地

ため池
【貯水位管理】

ため池廃止
【廃止ため池を貯留施設

として活用できるよう整備】

耕作放棄地を利用した貯留
【外周の畦畔嵩上げ＋側溝等】

河川改修

ため池

排水機場の整備
【津波への対応（耐水化）】 【流出量増に対応した排水能力強化】

内水が氾
濫しても門
扉を閉じる
ことで機場
への浸水
を防止

・受益面積の減少等により空き容量が生じたた
め池のうち、安全性（堤体の安定、管理体制な
ど）が確保されているものは、空き容量を洪水
調節容量に活用することを推進

・利水に支障を与えない範囲で非かんがい期
における低水位管理を推進

津波に対する農業農村地域の防災・減災

二線堤、三線堤としての農道等への
適用等、津波被害を減勢する農地・農
道・用排水路等の配置を地域コミュニ
ティと連携して計画

空き容量
→洪水調整容量等

【空き容量の活用と
低水位管理の推進】

多面的機能支払の資源向上支払は、
「多面的機能の増進を図る活動」として、
地域コミュニティによる防災・減災力の
強化等を位置付け

○これら取組の推進に際し、土地改
良区や地域コミュニティとの連携を
最大限図る

パイプの直径
15cm

田んぼダム
【水田 一時貯留のための整備】

水田貯留量を増
加し、洪水調節
機能を向上

５cm

パイプの直径
15cm

出口を絞る

（参考）
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